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基金からの支給に関する手続きのご案内 

ベネフィット・ワン企業年金基金 

１．基金からの給付 

あなたが会社を退職するなどの理由により「ベネフィット・ワン企業年金基金」（以下「基金」といいます。）の加入

者の資格を喪失したときは、次に掲げる区分に応じ、基金から一時金又は年金を受け取るか、他の制度に一時金

相当額を移換することができますので、以下をご一読いただき、必要な手続きを行ってください。  

基金加入期間 20年以

上での基金加入者資

格喪失 

50 歳未満での基金

加入者資格喪失 

 

① 一時金受取 

② 企業年金連合会に一時金相当額を移換 

（企業年金連合会の定めるところにより、将来終身年金として受取） 

③ 確定拠出年金（個人型、企業型）又は転職先の確定給付企

業年金に一時金相当額を移換 

 （転職先の制度で受け入れ可能かどうかをご確認ください。） 

④ 65歳までの間、支給を繰下げ 

-1 繰下げ期間中に一時金受取 

-2 65歳到達時に一時金受取 

-3 65歳から 10年間の年金受取 

● 給付金の受取は、1 回に限り、その金額の半分だけを受け取る旨申し出

ることが可能です。 

● 退職以外の理由で基金の加入者の資格を喪失した場合であって一時金

を受け取ることなく、支給を繰下げていた人が、50 歳以降に会社を退職

したときは、退職した翌月から 10 年間の年金受取を申し出ることができ

ます。 

50歳以上 65歳以下

での基金加入者資

格喪失 

① 一時金受取 

② 資格喪失月の翌月から 10年間の年金受取 

（実施事業所に使用されなくなっていることが条件） 

③ 65歳までの間、支給を繰下げ 

-1 繰下げ期間中に一時金受取 

-2 65歳到達時に一時金受取 

-3 65歳から 10年間の年金受取 

65 歳後での基金加

入者資格喪失 

① 一時金受取 

② 資格喪失月の翌月から 10年間の年金受取 

基金加入期間 20年未満の加入者資格喪失 ① 一時金受取 

② 企業年金連合会に一時金相当額を移換 

（企業年金連合会の定めるところにより、将来終身年金として受取） 

③ 確定拠出年金（個人型、企業型）又は転職先の確定給付企

業年金に一時金相当額を移換 

 （転職先の制度で受け入れ可能かどうかをご確認ください。） 

企業年金連合会や他の制度に一時金相当額を移換する場合は、資格喪失してから 1 年が申出の期限となります。

ご注意ください。   

（ご参考） 
①企業年金連合会への移換について 

   あなたの脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換すると、原則として 65 歳から終身にわたって年金が支払わ
れることとなりますが、企業年金連合会に移換する場合は、事務費がかかります。 

   企業年金連合会への移換にご興味があるときは、企業年金連合会のホームページをご覧いただくか、基金までお
問合せください。（企業年金連合会ホームページ http://www.pfa.or.jp/tsusan/index.html ） 
 

http://www.pfa.or.jp/tsusan/index.html
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②個人型確定拠出年金への移換について 

   個人型確定拠出年金（通称 iDeCo）へ移換される場合は iDeCo ホームページをご覧ください。 
（iDeCo ホームページ https://www.ideco-koushiki.jp/）  

 

２．税金について   詳しい内容は国税庁のホームページなどをご参照ください。 

あなたが退職により基金の加入者の資格を喪失し、一時金を受け取るときは、原則として退職所得として所得

税が源泉分離課税されます。（退職を伴わない事由による給付の場合は、原則として一時所得扱いとなり、50 万円を超える給付額には所得

税が課税されます。） 

課税額の計算は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無により異なります。 

■申告書の提出があった場合の税額の計算方法 

   退職所得【（ 給付額 － 退職所得控除額 ） × 1/2 】 をもとに税額計算を行います。 

   退職所得控除額の計算方法 

給付の計算の基礎となった年数 退職所得控除額 

20年以下 40万円 × 給付の計算の基礎となった年数（最低 80万円） 

20年超 800万円 ＋ 70万円 × 給付の計算の基礎となった年数の

うち 20年を超える部分の年数 

   ■申告書の提出がないときは、一時金額に２０．４２％の税率を乗じた額 

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 

一時金を受け取らず、年金で受け取る場合（企業年金連合会等に移換して年金として受け取る場合を含みま

す。）は、年金を受給するときに雑所得として課税されます。 

 

以下の流れ図を参考に、あなたがとる手続きをご確認ください。 
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基金の加入期間は、20年以上である 
*加入期間がわからないときは、会社または基金にご確認ください。 

他の制度に 

移換したい 

 

「脱退一時金相

当額移換申出

書」を基金にご提

出ください。 

「老齢給付金支給繰下げ

申出書」を基金にご提出く

ださい。 
支給開始時期が近づきました
ら基金よりご案内いたします。 

 

一時金を 

受け取りたい 

 

「脱退一時金裁定請求書」

を基金にご提出ください。 
 
支給の繰り下げもこの請求書
でお申し出ください。 

 

「老齢給付金裁定請求書」を

基金にご提出ください。 
支給割合（年金 100%、一時金
100%、年金/一時金 50%ずつの

いずれかをご指定ください。) 

 

 

すみやかに 

受け取りたい注１ 

 

65 歳から 

受け取りたい注 2 

 

 

退職（加入者資格喪失）時年齢は 50歳以上である 

又は 

退職（加入者資格喪失）することなく 65歳に達した 

 

65 歳から年金を 

受け取りたい注 2 

 

 

注 1  65歳になったときにまだ基金の加入者であるときは給付金を受け取らず、65 歳以降の積立も加算して退職時（最長 70歳）で 
給付（年金又は一時金）を受け取ることができます。 

注 2  65歳未満で年金の受給権を取得した場合は、その支給開始を 65 歳まで繰り下げることができます。 
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３．給付金の請求書などの入手方法 

   基金ホームページ（最終頁をご覧ください）からご入手ください。 

基金ホームページの「給付金請求書」を選んでいただくと各種請求書が添付されています。   

   

ケース 届書名
1 基金からの支給に関する手続きのご案内
2 基金からの給付を受け取るには（簡易版）

3 年金を請求するとき
老齢給付金裁定請求書
【様式①】

4
老齢給付金裁定請求書
【様式①】
退職所得申告書
＊退職を理由に給付金を請求する場合に提出要

6 一時金を請求するとき
脱退一時金裁定請求書
【様式②】

(支給の繰下げを申し出る場合を含む) 退職所得申告書
＊退職を理由に給付金を請求する場合に提出要

8 年金の支給の繰下げを申し出る場合
老齢給付金支給繰下げ申出書
【様式⑪】

9 遺族が一時金を請求するとき
遺族給付金裁定請求書
【様式③】

10 脱退一時金を他制度に移換する場合
脱退一時金相当額移換申出書
【様式④】

11
確定拠出年金以外の他制度から脱退一時金相当額
を持ち込むとき

移換申出書
【様式⑤】

12 個人型確定拠出年金からの資産移換を希望するとき
個人型確定拠出年金の個人別管理資産の移換申出書
【様式⑥】

13
個人型確定拠出年金からの資産移換後も確定拠出年金
の加入者であることを希望するとき

個人型確定拠出年金の加入者継続の申出書
【様式⑦】
（移換申出書とセットで提出）

14 企業型確定拠出年金からの資産移換を希望するとき
企業型確定拠出年金の個人別管理資産の移換申出書
【様式⑧】

15 退職所得の特別徴収票の再発行を希望するとき 源泉徴収票再発行依頼書

16 住所、振込口座を変更するとき
届出事項変更届
【様式⑨】

17 年金受給者が死亡したとき
受給権者死亡届
【様式⑩】

18 公的年金等の源泉徴収票の再発行を希望するとき 源泉徴収票再発行依頼書

給付の請求手続きについて確認したいとき

年金にかえて一時金を請求するとき
5

7
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 ４．給付金の請求に必要となる書類 

区分 給付の種類 必要書類 

①加入者期間 20年未満の退職 

②加入者期間 20年以上 50歳未満

の退職（一時金受取希望） 

③加入者期間 20年以上 50歳未満

の退職（給付繰り下げ希望） 

脱退一時金 ①脱退一時金裁定請求書 

②本人確認書類（運転免許証コピーなど） 

③振込指定金融機関通帳コピー 

④退職所得の受給に関する申告書 

⑤退職所得の源泉徴収票 

 

*休職中の受取など退職に起因しない場合は、④

⑤の書類は不要です。 

*会社又は他の外部積立制度からの給付がない

場合は、⑤の提出は不要です。 

*給付の繰り下げを申し出る場合は、①のみのご

提出ください。 

加入者期間 20年以上 50歳以上の

退職 

（年金受取希望） 

老齢給付金 

（年金） 

①老齢給付金裁定請求書 

②本人確認書類（運転免許証コピーなど） 

③振込指定金融機関通帳コピー 

加入者期間 20年以上 50歳以上の

退職 

（一時金受取希望） 

老齢給付金 

（一時金） 

①老齢給付金裁定請求書 

②本人確認書類（運転免許証コピーなど） 

③振込指定金融機関通帳コピー 

④退職所得の受給に関する申告書 

⑤退職所得の源泉徴収票 

 

*休職中の受取など退職に起因しない場合は、④

⑤の書類は不要です。 

*会社又は他の外部積立制度からの給付がない

場合は、⑤の提出は不要です。 

死亡 遺族給付金 ①遺族給付金裁定請求書 

②除籍後の戸籍謄本（死亡を証明する書類） 

③振込指定金融機関通帳コピー 

④生計維持証明 

 (請求者が配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹以外

の場合のみ） 

①加入者期間 20年未満で他制度へ

の一時金相当額の移換を希望 

②加入者期間 20年以上 50歳未満

の退職で他制度への一時金相当

額の移換を希望 

（他制度移換） ・脱退一時金相当額移換申出書 

＊個人型確定拠出年金、企業型確定拠出年金、他の

確定給付企業年金に一時金相当額の移換を希望され

る場合、別途、移換先で提供される移換申出書をご提

出いただく必要があります。詳しい手続きは、移換先の

窓口にご確認ください。 

＊加入者期間は、資格取得日の属する月から資格喪失日（退職日翌日）の属する月の前月までの月数により計算され 

ます。ご不明な場合は、お勤めだった会社もしくは当基金までお問い合わせください。 
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   －裁定請求書（見本）－ 

   脱退一時金裁定請求書の例です。老齢給付金裁定請求書、遺族給付金裁定請求書も同様の書式となって

おります。 
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   【退職所得の受給に関する申告書記入要領】 
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５．給付金のお支払いについて 

   給付金は、当基金で定める書類の受付締め日ごとに定める支払日にご指定の口座に振り込みをさせていた

だきますので、下記書類送付先まで必要書類をお送りください。 

書類の受付締め日と支払予定日については、当基金のホームページでご確認ください。 

 

        

 

 

  【書類送付先】 切り取って書類を郵送される際の宛名ラベルとしてお使いください。 

 

〒100-0004 

     東京都千代田区大手町二丁目6番2号 
     日本ビルヂング９階 

  

        ベネフィット・ワン企業年金基金 事務局 行 
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６．個人情報及び個人番号の取扱いについて 

当基金が管理する個人情報のうち裁定請求者の加入者番号、給付金の額及び給付金の支払日に関する情報

を実施事業所が支払う退職金の額の算定に利用することを目的として、裁定請求者が使用されていた実施事業

所（実施事業所が退職金事務の取りまとめ等を依頼している場合にあっては、当該実施事業所が指定する相手）

と共同して利用しております。予めご了承ください。 

また、当基金では税務署等に提出する支払調書の作成に際し、個人番号を利用することがあります。 

（ご本人様への源泉徴収票には個人番号は記載されません。） 

税務署長及び市区町村宛の源泉徴収票等作成に際し、受給者、ご遺族等から個人番号をご提出いただく必要が

ございますが、当基金では記載が必要となる場合の個人番号の収集、保管業務を管理体制の整った外部業者に

委託することとしております。 

個人情報及び個人番号の取扱いについては、法令、厚生労働省からの通知及び業務委託先との委託契約に

基づき厳重にお取扱いいたしますので予めご了承ください。 

 

 【個人番号の記載を必要とする支払調書】 

公的年金等の源泉徴収票、支払報告書 

年間の支払額が 100万円を超える退職を事由としない一時金給付の支払調書 

受給者ごとに 100万円を超える年金受給開始前の遺族に対する一時金給付の支払調書 

 

 

本内容についてご不明な点は、基金までお問合せください。 

 

（問合せ先） ベネフィット・ワン企業年金基金 

            〒100-0004 

            東京都千代田区大手町二丁目6番2号 

                                 日本ビルヂング9階  

          ホームページ URL：https://www.benefitdb.jp/ 

                                       

 


